
ぷりえ施設長　殿
児童名

病　名　〔　　　季節性インフルエンザ　(    　   )型　　　〕

　令和　　　年　　　月　　　日　医療機関「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を
　受診し、「発症した後5日経過していること」「熱が下がった後3日経過していること」を
　みたし、児童の健康が回復したため、登園いたします。

発症日
/

熱が下がっ
た日に〇

　令和　　　年　　　月　　　日　　　

保護者名

参考　【インフルエンザの登園基準（厚生労働省ガイドラインより）】
発症した後最低5日間は登園できません。

発症日 発症後 発症後 発症後 発症後 発症後 発症後 発症後
０日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

発熱後 発熱 解熱 1日目 2日目 3日目 登園
1日で解熱

可能
発熱後 発熱 解熱 1日目 2日目 3日目 登園
３日で解熱

可能
※発症した後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまでです。
※発熱した日および解熱した日は0日と数えます。
※解熱とは、24時間以内に発熱しないことを言い、24時間以内に再び発熱した場合は解熱となりません。
※解熱後3日間とは、解熱薬を使用しないで発熱しなくなり3日を経過したことをいいます。

/ /

登園届（インフルエンザ用）　（保護者記入）

日にち / / / / / /

発症後５日経過
解熱後３日経過

発症後５日経過

解熱後３日経過


